
 

柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 土 壌 診 断 支 援 事 業 助 成 金 交

付 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 認 証 制 度 実

施 要 綱（ 以 下「 認 証 要 綱 」と い う 。）に 基 づ き 、柏 崎 ブ ラ ン ド 米「 米

山 プ リ ン セ ス 」 （ 以 下 、 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 と い う 。 ） の 栽 培 に 取

り 組 む 者 が 行 う 土 壌 診 断 に 対 し て 助 成 金 を 交 付 す る こ と で 、 米 山 プ

リ ン セ ス の 認 証 者 の 増 加 及 び 認 証 量 の 安 定 化 を 目 的 と す る 。  

 （ 交 付 手 続 ）  

第 ２ 条  助 成 金 の 交 付 に つ い て は 、新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭

和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 ） に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 要 綱 に 定 め る と

こ ろ に よ る 。  

（ 交 付 対 象 者 ）  

第 ３ 条  交 付 対 象 者 は 、 認 証 要 綱 別 表 第 １ の 認 証 基 準 の 全 て の 項 目 に

取 り 組 み 、 又 は 取 り 組 む 意 思 が あ る 者 で 、 認 証 要 綱 第 ４ 条 に 規 定 す

る 者 と す る 。  

 （ 交 付 対 象 と な る 事 業 ）  

第 ４ 条  交 付 の 対 象 と な る 事 業 は 、 米 山 プ リ ン セ ス の 生 産 に 係 る 土 壌

改 善 の た め に 実 施 す る 土 壌 診 断 に 係 る 費 用 と し 、 こ の 場 合 の 土 壌 と

は 、 本 助 成 金 を 申 請 し た 次 の 年 に 米 山 プ リ ン セ ス に 取 り 組 む ほ 場 の

こ と を い う 。  

２  前 項 の ほ 場 と は 、 認 証 要 綱 第 ５ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 取 組 計 画 書 に

記 載 さ れ た ほ 場 を 原 則 と す る 。  

（ 助 成 金 の 額 等 ）  

第 ５ 条  助 成 金 の 額 は 、 土 壌 診 断 に 係 る 費 用 の ２ 分 の １ の 額 （ 千 円 未

満 の 端 数 が 生 じ た と き は 、 こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） と し 、 １ 検 体 当 た

り ２ ， ０ ０ ０ 円 を 上 限 と す る 。  

２  助 成 金 の 交 付 は 、 米 山 プ リ ン セ ス の 生 産 に 取 り 組 む ほ 場 の 面 積 に

応 じ 、 上 限 検 体 数 の 診 断 に 係 る 費 用 と す る 。 上 限 検 体 数 の 算 出 方 法

は 、 以 下 の と お り と す る 。  

   



 

上 限 検 体 数 =
米 山 プ リ ン セ ス の 取 組 面 積

１ ０ ア ー ル
×
１

３
 

３  助 成 金 の 交 付 は 、 米 山 プ リ ン セ ス に 取 り 組 む ほ 場 １ 区 画 に 対 し て

１ 回 限 り と す る 。  

４  本 事 業 に 対 す る 国 、 他 の 地 方 公 共 団 体 そ の 他 支 援 機 関 等 か ら の 補

助 金 等 を 受 け て い る 場 合 は 、 本 助 成 金 の 対 象 と し な い 。  

（ 交 付 申 請 及 び 実 績 報 告 ）  

第 ６ 条  助 成 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、 土 壌 診 断 を 実 施 し た 翌 月 末 日 ま で に 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ

ン セ ス 」 土 壌 診 断 支 援 事 業 助 成 金 交 付 申 請 書 兼 実 績 報 告 書 （ 別 記 第

１ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 交 付 決 定 及 び 額 の 確 定 ）  

第 ７ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 速 や か に 書

類 の 審 査 を 行 い 、 交 付 す る 場 合 に あ っ て は 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ

リ ン セ ス 」土 壌 診 断 支 援 事 業 助 成 金 交 付 決 定 通 知 書 兼 確 定 通 知 書（ 別

記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 交 付 し な い 場 合 に あ っ て は 柏 崎 ブ ラ ン ド 米

「 米 山 プ リ ン セ ス 」 土 壌 診 断 支 援 事 業 助 成 金 不 交 付 決 定 通 知 書 （ 別

記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 に 通 知 す る も の と す る 。  

 （ 交 付 決 定 の 取 消 し ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ る 交 付 決 定 を 受 け た 者 が 次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 助 成 金 の 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

 ⑴  虚 偽 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 交 付 を 受 け た と き 。  

 ⑵  認 証 要 綱 又 は こ の 要 綱 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

 ⑶  そ の 他 市 長 が 適 当 で な い と 認 め た と き 。  

 （ 助 成 金 の 返 還 ）  

第 ９ 条  市 長 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 交 付 決 定 の 全 部 又 は 一 部 を 取 り 消

し た と き は 、 柏 崎 ブ ラ ン ド 米 「 米 山 プ リ ン セ ス 」 土 壌 診 断 支 援 事 業

助 成 金 交 付 決 定 取 消 ・ 返 還 通 知 書 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ り 通 知 す

る と と も に 、 既 に 助 成 金 が 交 付 さ れ て い る 場 合 に は 、 期 日 を 定 め て

そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ そ の 他 ）  



 

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定

め る 。  

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ３ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 助 成 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ ３ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、

な お そ の 効 力 を 有 す る 。  


